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平成１８年６月に住生活基本法が制定され、政府は、法の基本理念にのっとり、「国民の住生活の安定の確

保及び向上の促進に関する基本的な計画（全国計画）」を定めることとなりました。また、都道府県は、全国

計画に即して、「都道府県の住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画（都道府県計画）」

を定めるものとされています。これらの計画を「住生活基本計画」といいます。 

香川県では、平成２０年３月に「香川県住生活基本計画」（計画期間：平成１８年度～平成２７年度）を策

定し、計画期間の中間年度にあたる平成２４年３月に見直しを行いました。（計画期間：平成２３年度～平成

３２年度）今回、さまざまな社会情勢の変化に対応するため、更に見直しを行い、平成２８年度から１０年

間を計画期間とする新たな計画を策定しました。今回策定した計画に基づき、今後さまざまな住宅施策に取

り組みます。 
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基本理念に沿った住宅 

施策を策定・実施し、 

広報活動などを通じて 

住民の理解や協力を 

得るよう努めます。 
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本県の人口は既に減少局面を迎えています。 

香川県の人口・世帯数 
（国勢調査） 世帯数 

住宅の新設戸数とストック戸数 

（千世帯） 

（住宅着工統計・住宅土地統計調査） 新設戸数 

（千戸
 /３ヵ年） 

戸 

ストック戸数 

新設着工戸数は減少しているものの、住宅ストックは 

（千戸） 

 72H 25S

持家と借家の割合 
（Ｈ２５住宅土地統計調査） 

借家等 
借家等 

持家 

持家 

内側：香川県

外側：全国 

居住世帯の有無 

（Ｈ２５住宅土地統計調査） 

居住世帯あり 
約３９万戸 

居住世帯なし 
約８万戸 

県内の住宅の６戸に１戸(17.7％)は空家となっています。 

建築年代別住宅戸数 
（Ｈ２５住宅土地統計調査） 

耐震性が不足している可能性のある昭和５５年以前 

高齢者世帯等の割合  
（千人） 

人口 （国勢調査・日本の世帯数の将来推計） 

高齢者世帯は、今後も増加する傾向にあります。 

世帯数 

（千人） 

の住宅が、１３万戸以上あります。 
全国平均に比べ、持家の比率が高くなっています。 

増えつづけており、既存ストックの有効活用が課題です。 

 

 

住生活基本法の基本理念 

○良質な住宅ストックの形成と将来世代への承継 

○良好な居住環境の形成 

○多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

○住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

住生活基本計画 

（全国計画） 
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香川県住生活基本計画 

（香川県における住宅施策に係る指針） 

・・・平成２８年３月に見直し 

（計画期間：平成２８年度～平成３７年度） 

・・・全国計画に即して新たに策定 

（計画期間：平成２８年度～平成３７年度） 

関係者相互の 

連携や協力が必要です！！ 

住宅の安全性

などの品質や 

性能の確保 

及び情報提供

に努めます。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

香川県  全国 

① 住生活基本法と住生活基本計画 ② 香川県の住宅事情

１ ２



 

安全で良質な住宅の確保 ・安全、良質で耐久性の高い住宅の普及 

・バリアフリー等住宅の普及 

・建築基準法等の法令に基づく指導等による住

宅の品質確保 

・住宅相談体制やトラブル防止体制の整備 

・円滑な住み替えのための情報提供など 

・マンションストックの適正な管理 

・風水害や火災に強く耐震性の高い住宅の普及

・環境負荷の少ない住まいづくりへの誘導 

・長期優良住宅の普及の促進 

＜数値目標＞長期優良住宅の認定件数 【年間約 1,000 件（H28）→年間 1,100 件（H32）】

・住宅リフォーム補助制度に関する情報提供 

・バリアフリー化のための設計・施行技術者の育成 

・住宅のトラブルに関する情報提供や相談体制の充実 

・中古住宅の円滑な流通に向けた啓発や情報提供 

・マンションの円滑な建替え・修繕、適切な管理等に関する情報提供 

・建替えによる耐震化の促進のための啓発や各種情報提供 

・補助制度の活用による既存住宅の耐震化の促進 

＜数値目標＞耐震補助の実施件数 【耐震診断：年間 500 件】【耐震改修】年間 200 件】 

・住宅の耐震化促進のための技術研修会の開催 

・省エネ住宅等、環境に配慮した住宅の普及の促進 

基本的な 

機能の確保 

住宅ストックの 

持続的有効活用 

多様なニーズに応じた 

居住環境の形成 

住宅セーフティネット 

機能の確保と強化 

・高齢者等が暮らしやすいまちづくり 

・子育て世帯が安心して暮らせる居住環境の

整備 

・災害に強い安全な市街地の形成 

・急増する空き家の活用・除却の推進 

・街並みの保全や活用 

・高齢者世帯への生活支援サービス提供等の福祉施策との連携 

・サービス付き高齢者向け住宅など高齢者向けの多様な住まいの供給促進 

＜数値目標＞サービス付き高齢者向け住宅の登録件数 【（H32 時点）100 件】 

・安心して子育てができる環境整備のための子育て支援施設の立地誘導や子育てバリアフリ

ーの促進 

・ハザードマップ等による地震・津波などの自然災害に関する情報提供 

・空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法）の適切な執行 

＜数値目標＞空家等対策計画を策定した市町の割合 【0 市町（H26）→17 市町（H37）】 

・補助制度の活用による空き家の活用や除却の促進 

＜数値目標＞賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数 

【45,700 戸（H25）→76,000 戸（見込）を 61,000 戸程度に抑制（H37）】 

・街並み保全や良好な居住環境の形成に資する空き家の利用促進に向けた誘導 

・公営住宅の適正な管理運営と計画的な供給の

実施 

・住宅確保要配慮者等の居住の安定の確保 

・大規模災害時における住宅確保への支援 

・住宅の困窮する世帯への公営住宅の適切な供給戸数の確保 

＜数値目標＞公営住宅の供給目標量 

【（H28～32 累計）目標：3,200 戸】【（H28～37 累計）目標：6,400 戸】 

・高齢者・障害者・母子世帯等の居住の安定に配慮が必要な世帯に対する公営住宅の優先

入居 

・住宅確保要配慮者の円滑な住み替えを促進するため、民間賃貸住宅を活用した住宅支援

の情報提供 

・大規模災害時における応急仮設住宅の提供や住宅の復旧支援の体制の整備 

 

 

住宅施策の目標 基本施策 主な施策内容と数値目標 基本方針 
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民
の
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現

③ 香川県における住宅施策に係る指針（香川県住生活基本計画）の施策体系と数値目標

３ ４



    
  

 
 建替えや耐震改修による住宅の耐震化を促進します。 

・住宅の耐震対策に対する補助制度を実施します。 

・県民の皆様への情報提供・意識啓発のため、講座や戸別訪問、相談会などを実施します。 

・住宅の耐震化に従事する技術者向けの講習会を開催し、技術力の向上を図ります。 

住宅の適正な管理やリフォームの促進

により、中古住宅の活用を図ります。 

・住宅リフォーム支援制度の情報を提供します。 

・住宅性能表示制度や長期優良住宅認定制度

などにより住宅の品質を明確化し、中古住宅

の円滑な流通を図ります。 

・住宅の定期点検や修繕、適正な維持管理に関

する情報を提供します。 

安全で良質な住宅の普及を促進します。 

・長期優良住宅の普及を促進し、住宅の質の向

上を図ります。 

・省エネ住宅などの普及を促進し、環境負荷の少

ないすまいづくりへ誘導します。 

高齢者、障害者、子育て世帯等が 

暮らしやすいまちづくりを推進します。 

・サービス付き高齢者向け住宅など多様なニー

ズに応じた住まいの供給を促進します。 

・高齢者や障害者が自立した生活を継続できる

よう、福祉施策との連携を図ります。 

・子育て世帯が安心して暮らせる居住環境の整

備を促進します。 

空き家の活用や除却を促進し、 

良好な居住環境をつくります。 

・空家等対策計画の策定など空家法の適切な執

行を促進します。 

・補助制度により空き家の活用･除却を支援します｡

・民間団体と連携して、研修会を開催するなど、

空き家の発生防止や活用に関する意識啓発を

促進します。 

住宅の確保に特に配慮を要する者の 

安定した住まいの確保を支援します。 

・住宅に困窮する世帯へ公営住宅を適切に供給

します。 

・高齢者・障害者・子育て世帯などの住宅確保要

配慮者に対して民間賃貸住宅を活用した居住

支援を促進します。 

・大規模災害時の住宅確保を支援します。 

香川県では、毎月２回（第２・４金曜日）住宅相

談を実施しています。建築士が、住宅の技術的

な疑問や不安にお答えします。 

（開催日時） 毎月第２・４金曜日 

          午後１時３０分～４時２０分 

（会   場） 香川県社会福祉総合センター 

（申込方法） 電話にてお申し込みください。 

０８７－８３２－３５８４（直通） 

香川県土木部住宅課まで 

筋交い設置 

補強金物 

取り付け 

木造住宅の耐震改修 県民向けの住宅耐震補助の無料相談会 技術者向けの木造住宅耐震対策講習会

バリアフリー化の一例 

④ 豊かな住生活の実現に向けて、 香川県住生活基本計画を見直しました。

５ ６

安全 ・ 良質な住宅を作って、 長く使っていきましょう。安全 ・ 良質な住宅を作って、 長く使っていきましょう。 みんなが安心して　らせる居住環境を作りましょう。みんなが安心して　らせる居住環境を作りましょう。暮暮

困ったらお早めにご連絡を！

住宅相談を実施しています！

困ったらお早めにご連絡を！

住宅相談を実施しています！


